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教育資金の

贈与税非課税制度

＝非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日まで

の間に、30歳未満の個人が、祖父母等の直系尊

属から教育資金の一括贈与を受けた場合、1500

万円まで（ただし、次の（参については500万円

まで）の部分については、贈与税が非課税とさ

れました。

⊂教育資金の意義

非課税の対象となる教育資金とは、次のもの

をいいます。

①学校教育法に規定する学校、専修学校、各種

学校、保育所、認定こども園その他これらに

類する施設を設置する者（学校等）に直接支

払われる入学金、授業料及び入園料並びに施

設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と

協議して定める金銭

②学校等以外の者（学習塾、スポーツ教室、ピ

アノ教室、絵画教室など）に、教育に関する

役務の提供の対価、施設の使用料その他の受

贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のた

めに直接支払われる金銭として文部科学大臣

が財務大臣と協議して定めるもの

⊂教育資金管理契約

この非課税規定は、教育資金管理契約に基づ

いて贈与が行われることが要件となりますが、

教育資金管理契約とは、個人（受贈者）の教育

に必要な教育資金を管理することを目的とする

契約であって、信託銀行との間の一定の信託に

関する契約、銀行等との間の預貯金に係る一定

の契約、証券会社等との間の有価証券の保管の

委託に係る一定の契約をいいます。

□申告要件

この非課税規定は、適用を受けようとする受

贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の

営業所等を経由して、納税地の所轄税務署長に

提出した場合に限り、適用されます。

なお、教育資金非課税申告書が取扱金融機関

○日本人は自分を指すとき、自分の鼻

を指差す。欧米人は、男は自分の胸

を親指で指し、女性なら手のひらを

胸にのせるもので、鼻を指差すのは

日本や中国特有のもの。その昔、鼻

は「自」という字で、目の前に突き

出たもの、目にノを書いて「自」＝

鼻だった。これでは自分と鼻との区

別がつかない。そこで、白の下に鼻

の穴を表す字をつけて鼻となった。

の営業所等に受理されたときは、その受理され

た日に税務署長に提出されたものとみなすこと

とされます。

コ領収書等の提出

この規定の適用を受ける受贈者は、教育資金

の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融

機関の営業所等に提出しなければならないこと

とされています。

⊂教育資金管理契約の終了

この教育資金管理契約は、次の場合に終了す

ることになります。

①　受贈者が30歳に達した場合

②　受贈者が死亡した場合

③　口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資

金口座に係る契約を終了させる合意があっ

た場合

コ贈与税の課税

上記の①または③に掲げる事由に該当したこ

とにより教育資金管理契約が終了した場合にお

いて、教育資金支出額を控除した残額があると

きは、その残額については、その終了した日の

属する年分の贈与税の課税対象となります。

ただし、受贈者が死亡した場合には、残額が

あっても贈与税の課税対象にはなりません。
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